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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和 5年 1月 11日（水）午後 3時 00分  

場所 熊本市中央区手取本町 1番 1号 熊本市役所議会棟２階予算決算委員会室 

 

農業委員２４名 

 1 番 谷口 憲治     2番 小佐井 亮祐     3 番 西田 廣行 

4番 上田 定信        5 番 木村 憲正          6 番 田中 敏郎 

7番 林田 智博      8 番 杉本 守        9番 田上 正富 

10番 東  哲治    11 番 牧野 正治       12番 網田  稔 

13番 三原 勉     14 番 木下 三智也     15 番 赤木 英雄 

16番 福𠩤 幸一    17 番 眞鍋 宣孝      18 番 田上 泰則 

19番  磯田 修一     20 番  宮本 淳一      21番  堀   恭子 

22番  西冨 大二郎   23 番 福嶋 德行         24番 徳永 芳也 

 

 欠席委員（上記 24名中 1名が欠席） 

 6 番 田中 敏郎  

 

 

 

午後３時００分 開会 

 

事務局     それでは、定刻になりましたので、ただいまから熊本市農業委員会

総会を開会いたします。 

        本日の農業委員会総会の出席は、農業委員総数２４名中、２３名の

出席でございますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の

規定に基づき、総会は成立しております。 

        それでは会長、ご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長    皆さん、新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたし

ます。 

        皆様におかれましては、健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し

上げます。本年も農業委員会の活動をより一層充実したものにするた

め、委員の皆様のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

        それでは、本日の総会は、農地法に基づく許可申請や農地利用集積

計画など、主な議案となっております。総会の審議がスムーズに進行

できますよう、皆様のご協力よろしくお願いいたします。 
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事務局     ありがとうございました。 

        総会は、熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議

長になり議事の進行を行うこととなっております。 

        それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは、議事に入りますが、議事に入るに当たり、総会次第３の

議事録署名者及び総会書記を指名いたします。本日の議事録署名者に

は、１９番の磯田修一委員と２０番の宮本淳一委員を、書記に事務局

の平井伸之参事を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

        本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請

から第７号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画までの７件でございます。 

        初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請３１件

でございます。地元委員のご報告に当たりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番から４番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        １番から４番は関連で、経営拡張のための所有権移転に伴う申請で

す。申請地には水稲を作付けされる予定とのことです。 

        以上４件、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、

申請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番から４番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、５番。 
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９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ５番から１０番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ５番から７番は、障害者福祉サービス事業を行う法人が農地を賃借

し、障害のある方々に対して生活意欲の向上と社会参加を目的とした

障害福祉サービス事業の営業を行うため、農地を活用する賃借権設定

の申請です。この事業には職員７名と対象者約３００名で携わるもの

で、申請地には露地野菜、果樹、花卉を作付けされる予定です。野菜の

栽培、収穫の作業により利用者の自立を目指すとのことです。 

        ８番と９番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受

人は、水稲を作付けされている農家で、申請地には水稲を作付けされ

る計画です。 

        １０番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲

及び露地野菜を作付けされている兼業農家で、申請地には水稲及び露

地野菜を作付けされる計画です。 

        以上６件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま５番から１０番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１１番。 

 

８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 

        １１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １１番は、新規就農のための所有権移転の申請です。譲受人には、

先日、地区委員会へ出席を願い、営農計画について聞き取り調査を行

いましたが、何ら問題がないとの調査結果でした。譲受人は農業未経

験者ですが、今後は地元農家の指導を受けながら農業をされます。申

請地には梅やジャガイモなどを作付けされる計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項
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各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１１番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、１２番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １２番から１５番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １２番は、子へ贈与のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、露地野菜を栽培されている農家で、申請地には露地野菜を作付け

される計画です。 

        １３番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、ナスを栽培されている農家で、申請地には水稲を作付けされる計

画です。 

        １４番は、第三者へ贈与のための所有権移転の申請です。譲受人は、

水稲、ナスを栽培されている農家で、申請地にはナスを作付けされる

計画です。 

        １５番は、遺贈による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、露

地野菜を栽培されている農家で、申請地には水稲、露地野菜等を作付

けされる計画です。 

        以上４件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１２番から１５番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 
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        次は、１６番。 

 

７番 林田智博委員 

        ７番委員、林田です。 

        １６番から１７番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １６番は、父の従兄弟へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人

は、水稲及びトマトを栽培されている農家で、申請地には水稲を作付

けされる計画です。 

        １７番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲

及びナスを栽培されている農家で、申請地には水稲を作付けされる計

画です。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法第

３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であると

の協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１６番、１７番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１８番。 

 

１２番 網田稔委員 

        １２番委員、網田です。 

        １８番から２１番につきまして、地区委員会での協議状況を報告し

ます。 

        １８番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、

麦、大豆、露地野菜を作付けされており、許可後は露地野菜を作付け

される計画です。 

        １９番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲

を作付けされており、許可後は水稲を作付けされます。 

        ２０番は、いとこへ贈与による所有権移転の申請です。譲受人は、

水稲、麦を作付けされており、許可後は水稲、麦を作付けされる計画

です。 

        ２１番は、親戚へ贈与による所有権移転の申請です。譲受人は、水
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稲、露地野菜を作付けされており、許可後は水稲を作付けされる計画

です。 

        以上４件について、先日の地区委員会において検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ

るとの協議結果です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１８番から２１番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２２番。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 

        ２２番、２３番について、地区委員会での協議状況を報告いたしま

す。 

        ２２番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、ニガウリ、スイカなどを栽培される専業農家で、申請地にはニガ

ウリを作付けされる予定です。 

        ２３番は、後経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、

水稲、サトウキビ、栗などを栽培される兼業農家で、申請地にはカラ

イモを作付けされる予定です。 

        以上２件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号に該当しておらず、何ら問題ないとの協議結果でございま

した。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２２番、２３番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２４番。 

 

１１番 牧野正治委員 
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        １１番委員、牧野です。 

        ２４番から３１番について、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ２４番は、所有権を移転し第三者へ贈与される申請であります。譲

受人は、水稲、露地野菜を栽培される兼業農家で、申請地には露地野

菜を作付けされる予定であります。 

        ２５番、２６番は関連で、２５番が親から子へ、２６番が祖父から

孫へそれぞれ贈与するための所有権移転の申請であります。譲受人は、

菊、ジャガイモなどを栽培される専業農家で、許可後は引き続き菊、

ジャガイモなどを作付けされる予定であります。 

        ２７番は、所有権を移転し弟へ贈与される申請であります。譲受人

は、ジャガイモ、カボチャを栽培される兼業農家で、許可後はジャガ

イモ、カボチャを作付けされる予定であります。 

        ２８番は、所有権を移転し法人へ贈与される申請であります。当該

法人は、キュウリを栽培される農地所有適格法人で、許可後はキュウ

リを作付けされる予定であります。農地所有適格法人としての要件を

満たしており、問題はありません。 

        ２９番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は造園

業を営む兼業農家で、許可後は造園用樹木の苗木を作付けされる予定

であります。 

        ３０番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、大根、スイートコーンなどを栽培される兼業農家で、許可後はス

イートコーンを作付けされる予定であります。 

        ３１番は、経営移譲年金受給継続のため、使用貸借権の再設定をさ

れる申請であります。借人は、水稲、露地野菜を栽培される兼業農家

で、許可後は引き続き水稲、露地野菜を作付けされます。 

        以上８件、先の地区委員会において検討した結果、いずれの申請も

農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、何ら問題な

いとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま２４番から３１番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 
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        続きまして、第２号議案、公売買受適格証明願（耕作目的）１件で

ございます。地元委員のご報告に当たりましては、農地法第３条の許

可基準に基づき、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたしま

す。 

 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１２番 網田稔委員 

        １２番委員、網田です。 

        １番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １番は、熊本市納税課において公売に付される南区城南町の農地の

入札参加に必要な耕作目的の買受適格証明願です。入札期間は令和５

年２月６日から令和５年２月１３日までとなっております。願出人は、

水稲を作付けされており、取得後は水稲を作付けされる計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会において、農地法第３条第２項の各号

の不許可要件に該当しておらず、公売買受適格者として証明すること

に何ら問題ないものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、願い出どおり適格者であると決定いたしま

す。 

        なお、願出人が最高買受け申出人となられた場合に、農業委員会へ

農地法第３条の許可申請書が提出されますが、その内容が公売買受適

格証明書の交付時と異なっていないと会長が認めたときは、許可書を

交付してよろしいかお諮りいたします。ご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、そのようにいたします。 

        続きまして、第３号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請３

件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基準

に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 
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        それでは、１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、貸資材置場のための転用許可申請です。農地区分は、農業

公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の広がりのない生産性の

低い第２種農地と判断されます。土地の選定に当たっては、代替地の

検討もされましたが、他に適地がなく、申請地を選定されました。 

        土地利用計画は、転用面積５０３．２７㎡に貸資材置場として使用

する計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間

は、令和６年３月３１日までの予定で、許可後は速やかに着手される

ことを確認いたしております。資力信用等、転用行為の確実性が認め

られ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと

判断されます。 

        しかしながら、既に申請地に倉庫が建てられており違反転用状態と

なっていることから、申請人に対し、速やかに原状回復を行うよう指

導しております。 

        地区委員会で検討した結果、違反転用の是正完了が確認できるまで

は継続審議とするものと結論に至っております。 

        以上１件、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、継続

審議とのことです。この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、１番は継続審議とすることに決定いたしま

す。 

        では次、２番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ２番、３番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        ２番は、貸駐車場への転用申請です。農地区分は１０ｈａ以上の一

団の農地の区域内にある農地で第１種農地と判断されます。第１種農
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地は原則不許可ですが、今回の申請は、周辺の地域において居住する

者の業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであることか

ら、不許可の例外に該当するものと判断いたします。土地の選定にあ

たっては、代替地の検討もされましたが、他に条件に合う土地がなく、

申請地を選定されたとのことです。 

        土地利用計画は、申請地１，０７２㎡を１６台分の駐車場として整

備し、駐車場が不足する近隣の店舗に貸される計画で、転用面積は適

正なものと判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、事

業内容、周囲の状況から周辺農地への影響もないものと思われます。

工事は令和５年５月３１日完了予定で、許可後、速やかに着手される

ことを確認しております。 

        ３番は、駐車場及び車両置場に転用する申請です。農地区分は、農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２

種農地と判断されます。 

        先日の地区委員会で現地調査を行いましたが、現地は既に整地、砂

利敷きがされており、土地利用状況といたしましては、申請地３１４

㎡を自家用車及び業務用のレッカー車など、合わせて１０台分の駐車

場及び車両置場として利用されております。今回の申請につきまして

は、隣接する土地に住宅を新築されましたが、敷地内に駐車スペース

が不足していること、また、申請人は自動車整備業を営んでおり、業

務用車両置場が必要だったことから、許可を得ずに転用されたもので、

申請にあたっては、顛末書が提出されております。 

        土地利用状況から、転用面積は妥当な面積と判断され、周辺農地へ

の影響もないものと思われます。 

        以上２件、先の地区委員会おきまして現地調査を行い検討した結果、

立地基準、一般基準、いずれも許可基準を満たしており、申請は妥当

であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長    ただいま２番、３番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第４号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請２

８件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基
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準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        １番から５番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        １番、２番は関連で、不動産業を営む法人が所有権の移転による建

築条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投

資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地及

び市街地化の傾向が著しい区域の農地で上下水管２種が埋設されてい

る道路の沿道の区域にあって、申請地からおおむね５００ｍ以内に２

つの医療施設がある第３種農地と判断されます。土地の選定に当たっ

ては、代替地も検討されましたが、他に適地がなく、申請地を選定さ

れました。 

        土地利用計画は、申請地４，６４２㎡と隣接する里道、水路を合わ

せた総事業面積４，８５５㎡に１７区画と新設道路、公園等を整備さ

れる計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間

は令和７年８月３１日までの予定で、許可後は速やかに着手されるこ

とを確認しております。開発許可が必要となりますが、集落内開発制

度指定区域内で、開発指導課の事前審査中とのことです。資力、信用

等転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を

生じる恐れはないものと判断されます。 

        ３番は、不動産業を営む法人が所有権の移転による建築条件付売買

予定地への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象とな

っていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地の選定に当たっては、代替地の検討をされましたが、他に適地が

なく、申請地を選定されました。 

土地利用計画は、申請地４，９５８㎡と隣接する水路を合わせた総事

業面積４，９９６．４４㎡に１８区画と新設道路、公園等を整備される

計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令和

７年１０月３１日までの予定で、許可後は速やかに着手されることを確

認しております。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区

域内で、開発指導課の事前審査中とのことです。資力、信用等転用行為

の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れは

ないものと判断されます。 

        ４番は、不動産業を営む法人が所有権の移転による建売住宅への転
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用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小

集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定

に当たっては、代替地の検討をされましたが、他に適地がなく、申請

地を選定されました。 

        土地利用計画は、総転用面積１，６５８㎡に建売住宅６棟と新設道

路等を整備される計画で、転用面積としては妥当なものと判断されま

す。工事期間は令和５年４月３０日までの予定で、許可後は速やかに

着手されることを確認しております。開発許可が必要となりますが、

集落内開発制度指定区域内で、開発指導課の事前審査済みとのことで

す。資力、信用等転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農

条件に支障を生じる恐れはないものと判断されます。 

        ５番は、建設土木工事を営む法人が資材置場として使用するための

所有権移転による転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対

象となっていない１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農

地と判断されます。土地の選定に当たっては、代替地の検討をされま

したが、他に適地がなく、申請地を選定されました。 

        土地利用計画は、転用面積３１５㎡に建設資材置場として使用する

計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間は令

和５年２月２８日までの予定で、許可後は速やかに着手されることを

確認しております。資力、信用等転用行為の確実性が認められ、また、

周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断されます。

なお、申請人により、耕作をやめて放置していたことから、今後、この

ようなことがないよう農地法を遵守する旨の顛末書が提出されており

ます。 

        以上５件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協

議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番から５番までについて地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        なお、１番、２番、３番については、総転用面積が３，０００㎡を超

えますので、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取するこ

とといたします。 
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        次は、６番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ６番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ６番から８番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転による建

築条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未

満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、他に適

当な土地がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、総事業面積１，７２７．７４㎡、総転用面積１，５

６１㎡に建築条件付売買予定地６区画及び公衆用道路、防火水槽を整

備される計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金

計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。

開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指

導課へ開発行為事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和７年

６月３０日までを予定されており、許可後、速やかに着手されること

を確認しております。 

        ９番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地区

分は１０ｈａ以上の広がりのある一団の農地で、区域内にある第１種

農地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は

不許可の例外規定、集落に接続して設置するものに該当すると判断い

たしました。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされまし

たが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されておりま

す。 

        土地利用計画は、総転用面積４４２㎡に木造平家建て１棟の計画で、

転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発行為事前審査回答済

みとのことです。工事期間は令和５年１２月３０日までを予定されて

おり、許可後、速やかに着手されることを確認いたしております。 

        １０番から１２番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転によ

る建築条件付売買予定地への転用許可申請です。農地区分は、市街化

の傾向の著しい区域で上下水道管２管の通った沿道の区域で、５００

ｍ以内に医療施設２軒がある第３種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、総転用面積１，９３２㎡に建築条件付売買予定地
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７区画及び公衆用道路を整備される計画で、転用面積としては適正な

ものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除

については問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開

発制度指定区域内で、開発指導課へ開発行為事前審査の申請中とのこ

とです。工事期間は令和７年６月３０日までを予定されており、許可

後、速やかに着手されることを確認いたしております。 

        １３番は、不動産業を営む法人が所有権移転による建て売り住宅へ

の転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産

性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、

周辺で代替地の検討もされましたが、他に適当な土地がなかったため、

申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、総転用面積７７７㎡に木造住宅３棟を整備される

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給

排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許

可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課の

開発行為事前審査の回答済みとのことです。工事期間は令和５年６月

３０日までを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確

認いたしております。 

        以上８件、さきの地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま６番から１３番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１４番。 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １４番から１８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １４番は、所有権移転による車両置場への転用許可申請です。農地

区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農

地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もさ
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れましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定されてお

ります。 

        土地利用計画は、転用面積４２８㎡に自動車販売業を営む申請人が

普通車両２０台分の車両置場の計画で、転用面積としては適正なもの

と判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地への被害防除につい

ては問題ありません。工事期間は令和５年５月３１日までを予定され

ており、許可後、速やかに着手されることを確認いたしております。 

        １５番は、所有権移転による道路への転用許可申請です。今回は、

持分移転の申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産

性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、

周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったた

め、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積４９㎡に１４番で申請の車両置場への進

入路を整備される計画で、転用面積としては適正なものと判断されま

す。排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。た

だ、申請地は既に道路として利用されており、今後このようなことが

ないようにする旨の始末書が提出されております。 

        １６番は、所有権移転による建築条件付売買予定地への転用許可申

請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地

で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替

地の検討もされましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を

選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積２０２㎡に建築条件付売買予定地１区画

の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

へ事前審査の申請中とのことです。工事期間は令和６年８月３１日ま

での予定で、許可後、速やかに着手されることを確認いたしておりま

す。 

        １７番は、所有権移転による建築条件付売買予定地への転用許可申

請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地

で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替

地の検討もされましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を

選定されております。 

        土地利用計画は、他地目含む総事業面積１，６９２．８７㎡、転用

面積６９６㎡に建築条件付売買予定地７区画及び道路の計画で、転用

面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣
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接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要とな

りますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの開発行為

事前審査の回答書が添付されております。工事期間は令和７年７月３

１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確認いたして

おります。 

        １８番は、遺贈による資材置場及び事務所への転用許可申請です。

農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２

種農地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討

もされましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定され

ております。 

        土地利用計画は、転用面積３９３㎡に建設業を営む申請人が材木、

加工道具等保管のための資材置場及び倉庫１棟、トラック、ワゴン車

等３台分の駐車スペース、事務所兼倉庫１棟の計画で、転用面積とし

ては適正なものと判断されます。給排水計画、隣接農地への被害防除

については問題ありません。ただ、申請地は既に資材置場及び事務所

として利用されており、今後このようなことが無いようにする旨の始

末書が提出されております。なお、開発許可につきましては、線引き

前からの建物であるとして、許可不要とのことです。 

        以上５件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いします。 

 

議  長    ただいま１４番から１８番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１９番。 

 

１４番 木下三智也委員 

        １４番委員、木下です。 

        １９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １９番は、所有権移転による貸駐車場への転用許可申請です。農地

区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農

地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もさ
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れましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定されてお

ります。 

        土地利用計画は、他地目含む総事業面積４２４．５㎡、転用面積３

６５㎡に自身が代表を務める会社である理容室の事業用及び周辺住民

への貸駐車場として普通車両９台分を整備される計画で、転用面積と

しては適正なものと判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地へ

の被害防除については問題ありません。工事期間は令和５年５月３０

日までを予定されており、許可後、速やかに着手されることを確認致

しております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま１９番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２０番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        ２０番から２２番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告

いたします。 

        ２０番は、宅地建物取引業を営む法人が所有権移転による建築条件

付売買予定地への転用許可申請です。農地区分はおおむね１０ｈａ以

上の広がりのある一団の農地の区域内にある第１種農地と判断されま

す。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は、不許可の例外規

定の集落に接続し設置するものに該当するものと判断しました。土地

選定に当たっては、周辺で農地以外の土地も含めて代替地の検討もさ

れましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定いたして

おります。 

        土地利用計画は、転用面積６０１㎡を３区画に分けて３棟を整備す

る計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。工事
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期間は令和５年６月３０日までの予定で、許可後は速やかに着手され

ることを確認いたしております。開発許可が必要となりますが、集落

内開発制度指定区域内で、開発指導課へ事前審査書の申請中とのこと

です。 

        ２１番は、介護事業を営む法人が使用貸借権設定によりグループホ

ームへの転用許可申請です。農地区分は、おおむね１０ｈａ以上の広

がりのある一団の農地の区域内にある第１種農地と判断されます。第

１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は、不許可の例外規定の土

地収用法第３条第２３号の社会福祉施設などに該当すると判断しまし

た。土地選定に当たっては、周辺で農地以外の土地も含めて代替地の

検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選

定されております。 

        土地利用計画は、転用面積１，２２１㎡に障がい者用のグループホ

ーム及び駐車場などを整備する計画で、転用面積としては妥当なもの

と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除につ

いては問題ありません。工事工期は、令和６年３月３１日までの予定

で、許可後は速やかに着手されるものと確認いたしております。開発

許可が必要となりますが、開発指導課へ事前審査の申請中とのことで

す。 

        ２２番は、所有権移転による堆肥置場への転用許可申請です。譲受

人は造園及び緑化事業の請負業を営む法人ですが、今回の転用申請を

審議する中で、堆肥置場の事業計画が不明確であったため、販売計画

を含めた事業計画書を提出していただくこととして、前回の総会にお

いて継続審議となっていたものです。その後事業計画書の提出があり、

地区委員会において検討した結果、事業実施についての確実性は見込

まれているものと協議しました。 

        農地区分は１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と

判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は、不許

可の例外規定の農業用施設の用に供するために行われるものに該当す

ると判断しました。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もさ

れましたが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定されてお

ります。なお、申請地は以前より堆肥置場として利用されており、無

断で転用していたことに対し深く反省している旨の始末書が提出され

ております。 

        土地利用計画は、転用面積５，８７６㎡を堆肥置場とする計画で、

転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。工事期間は令和６
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年３月３１日までを予定されており、許可後、速やかに着手されるこ

とを確認いたしております。 

        以上３件について、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したと

ころ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしてい

るとの協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２０番から２２番までについて地元委員よりご報告がござ

いましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        なお、２２番については、総転用面積が３，０００㎡を超えますの

で、申請どおり許可相当として農業会議へ意見を聴取することといた

します。 

        次は、２３番。 

 

１２番 網田稔委員 

        １２番委員、網田です。 

        ２３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ２３番は、不動産業を営む法人が所有権移転し建築条件付売買予定

地への転用許可申請です。農地区分は１０ｈａ以上の一団の農地の区

域内にある第１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可です

が、集落に接続し設置するものに該当し、不許可の例外規定に該当す

るものと判断されます。代替地については、周辺で農地以外の土地も

含め代替地を検討されましたが、他に条件が合う土地がなかったため、

申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、他地目含む総事業面積１，５０１．２６㎡に建築

条件付売買予定地４区画を整備される計画で、転用面積としては妥当

なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地の被害防除

については問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開

発制度指定区域内で、開発指導課へ事前審査の申請中とのことです。

工事期間は令和７年２月２８日までを予定で、許可後、速やかに着手

されることを確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査確認を行い検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま２３番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２４番。 

 

１９番 磯田修一委員 

        １９番委員、磯田です。 

        ２４番から２６番について、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ２４番は、水道工事業を営む法人が所有権を移転し資材置場へ転用

する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集

団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、申請地１８５㎡と農地以外の土地を合わせた総事

業面積５３７．８９㎡を水道工事用のパイプや砕石、山砂等の置場と

して利用する計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。なお、

申請地の一部には既に砕石などが置かれており、申請にあたっては、

始末書が提出されております。土地の選定にあたっては、会社周辺で

農地以外の土地を含め検討されましたが、他に適当な土地がなく、申

請地を選定されたものです。隣接する農地はなく、今後の工事予定も

ありません。 

        ２５番は、所有権を移転し個人住宅へ転用する申請です。農地区分

は１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地と判断

されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は住宅を集落

に接続して設置するものであることから、不許可の例外に該当するも

のと判断いたします。土地の選定にあたっては、農地以外の土地を含

め検討されましたが、交通の利便性や住環境が良好であること、また

父親名義の農地であり、転用可能なことから選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地３１２㎡に木造平家建て住宅１棟を建築さ

れる計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、給

排水計画に問題はなく、周囲の状況、事業の内容から周辺農地への影

響もないものと思われます。開発許可が必要となりますが、現在、開

発許可申請中ということです。工事は令和５年７月３１日完了予定で、

許可後、速やかに着手されることを確認しております。 
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        ２６番は、所有権移転し通路へ転用する申請です。農地区分は、農

業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２

種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、申請地１筆、１８㎡を住宅の建て替えに伴い、現

状およそ２．５ｍの通路を２ｍほど拡幅するもので、転用面積は適正

な面積と判断いたします。土地の選定につきましは、この土地以外に

目的を達成できる土地がなかったため選定されたものです。資金計画

等に問題はなく、周辺農地への影響もないものと思われます。工事は

令和５年２月２８日完了予定で、許可後、速やかに着手されることを

確認しております。 

        以上３件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、立地基準、一般基準、いずれも許可基準を満たしており、申請は

妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま２４番、２５番、２６番、地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２７番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ２７番、２８番について、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ２７番は、太陽光発電事業を営む法人が地上権を設定し、太陽光発

電設備に転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっ

ていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地の選定にあたっては、周辺で農地以外の土地で代替地の検討もさ

れましたが、日照、事業規模など他に条件に合う土地がなく、申請地

を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１，２００㎡に太陽光パネル２８８枚、発

電容量４９．５ｋｗを設置される計画で、転用面積は適正なものと判

断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、太陽光発電設備

設置に必要な書類も揃っております。また、事業内容、周囲の状況か
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ら周辺農地への影響もないものと思われます。工事は令和５年１１月

３０日に完了予定で、許可後、速やかに着手されることを確認してお

ります。 

        ２８番は、太陽光発電事業を営む法人が所有権を移転し、太陽光発

電施設建設に伴う変電施設に転用する申請です。農地区分は、農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農

地と判断されます。 

        今回の事業に対しましては、１１月の総会で、別の農地を転用する

計画で５条の許可を受けられましたが、許可後に事業用地の変更を余

儀なくされ、改めて用地選定を行い再申請されたものです。なお、選

定にあたっては、前回と同じく、太陽光発電施設の建設計画の中で、

九州電力より接続する鉄塔を指定されていることから、鉄塔周辺で農

地以外の土地を含め代替地を検討されておりますが、他に条件に合う

土地がなく、申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１筆、６５６㎡に変電施設及び接続用鉄塔

を建築される計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金

計画、排水計画に問題はなく、周囲の状況、事業の内容から周辺農地

への影響もないものと思われます。工事は令和５年９月３０日完了予

定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上２件、先の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した結

果、立地基準、一般基準、いずれも許可基準を満たしており、申請は妥

当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長    ただいま２７番、２８番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第５号議案、農地法第１８条第１項の規定に基づく許

可申請１件でございます。それでは、調査委員会よりご報告をお願い

いたします。 

 

調査委員会委員 西冨大二郎委員 

        調査委員会委員、西冨です。 

        １番は、農地法第１８条第１項の許可申請に伴う継続審議案件です。 
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        この案件につきましては、賃借人に対し成年後見人が選任され、成

年後見人に対し、申請用地の賃貸借契約状況及び耕作状況等を確認し

ているところであり、継続審議といたします。 

        以上１件、ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま調査委員より継続審議とのことでご報告がございましたが、

何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、継続審議とすることに決定いたします。 

        続きまして、第６号議案及び第７号議案でございます。この件につ

きましては、事務局より内容の説明をお願いします。 

 

事務局     第６号及び第７号議案は関連ですので、併せてご説明いたします。 

        まず、第６号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画（１０号）についてご説明いたします。 

        初めに、所有権移転ですが、明細１９ページの１番から２１ページ

の７番までの合計７件で、公社からの売渡しが５件、公社による買取

りが２件です。面積は７件合わせまして田のみで３万９２㎡で、売買

価格は備考欄記載のとおりとなっております。 

        次に、利用権設定の新規設定分です。明細２１ページの８番から２

５ページの２１番までの合計１４件で、契約期間別では、６年未満が

９件、１０年以上が５件で、面積は１４件合わせまして田３万２，２

７７㎡、畑２，４１１㎡の合計３万４，６８８㎡です。権利の種類は賃

借権及び使用貸借権、利用内容は水稲、露地野菜、大豆、その他です。 

        次に、再設定分です。明細２５ページの２２番から３１ページの３

９番までの合計１８件で、契約期間別では６年未満が８件、６年以上

１０年未満が１件、１０年以上が９件で、面積は１８件合わせまして

田５万６，６５４㎡、畑１万７，８４８㎡の合計７万４，５０２㎡で

す。権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容は水稲、畑作物、露

地野菜、果樹、施設野菜、飼料作物です。 

        続きまして、第７号議案です。３２ページの表をご覧くださいませ。 

        こちらは農地中間管理機構との貸借の新規設定になります。明細３

３ページの１番から３６ページの１２番までで、契約期間別では６年

未満が７件、１０年以上が５件で、面積は１２件合わせまして田２万

６，６０４㎡、畑１万８１５㎡の合計３万７，４１９㎡です。権利の種
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類は賃借権のみで、利用内容は水稲、畑作物を予定しております。こ

のうち全てが一括方式となります。 

        以上の案件につきましては、さきの地区委員会で協議が行われ、全

ての案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていることが確認されております。 

        第６号及び第７号議案の説明につきましては以上となります。 

 

議  長    ただいま事務局より内容の説明がございましたとおり、この件につ

きましては各地区委員会での詳細にわたり確認が行われており、全て

の案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合してい

るとのことでございます。この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、計画案どおり承認することに決定いたしま

す。 

        次に、次第５の報告事項です。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。 

        １番から１１番までの合計１２６件となっております。件数のみ報

告します。 

        以上です。 

 

議  長    次に、次第６のその他です。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     職員の専決処分についてご報告いたします。 

        令和４年１２月１９日付で農業委員会事務局職員の１人を地方公務

員法の規定により懲戒処分として戒告したものです。 

        これは、南区保護課の元職員が詐欺容疑で逮捕起訴され、昨年１２

月の第１回公判の罪状認否で犯行を認めたことから、当時の上司であ

り、部下職員の詐欺事案を未然に防げなかったことは職務遂行が不十

分であったとして懲戒処分したものです。なお、本事案につきまして

は、農業委員会事務局への異動前の案件であるということから、処分

職員の氏名については公表を差し控えさせていただきたいと思います。 

        以上、報告いたします。 

 

議  長    それでは、以上で全ての案件が滞りなく終了いたしました。なお、
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本総会において議決されました案件について、その条項、字句、その

他整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定により、整

理を議長に委任願いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしと認めます。 

        よって、本総会において議決された案件の整理については、これを

議長に委任することに決定いたしました。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        それではこれにて閉会いたします。 

 

  閉  会 午後 ４時 １０分 

 

 

 

 

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和 5年 1月 11日 
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